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秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
四
十
三
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
書
類
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
書
類
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る

保
存
）

保
存
）

第
三
十
二
条

条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関

第
三
十
二
条

条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
る

係
書
類
（
同
項
に
規
定
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
を
い
う
。
以
下
こ

保
存
の
承
認
を
受
け
て
い
る

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
当
該
ゴ
ル

フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
特
別
徴
収
義
務
者
は
、

特
別
徴
収
義
務
者
は
、

当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類

当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
」
と

に
つ
い
て
、
自
己
が
一
貫
し
て
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
自
己
が
一
貫
し
て
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準

る
場
合
に
あ
つ
て
は
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
（
第
一
号
、
第
二
号

用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該

及
び
第
五
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
承
認

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
条

を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
条

例
第
九
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
装
置

例
第
九
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
装
置
（
第
六
項
第
八
号
に
お
い
て
「
ス

に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

キ
ャ
ナ
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の

特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
四
十
三
号
）
第
二

特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
四
十
三
号
）
第
三

条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該

条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
承

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

認
を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に

２

条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出

係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を

力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
の
承
認
を
受
け
て
い
る

も
つ
て
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
特
別

特
別

徴
収
義
務
者
は
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

徴
収
義
務
者
は
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
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す
る
同
条
第
一
項

の

に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
（
各
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類

規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類

に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存

に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

条
例
第
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第

３

条
例
第
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

二
項
の
規
定
に
よ
り
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保

げ
る

存
を
も
つ
て
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
て
い
る
特
別

徴
収
義
務
者
の
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
の
全
期
間
（
電
子
計
算
機
出
力

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
よ

う
と
す
る
日
以
後
の
期
間
に
限
る
。
）
に
つ
き
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る

場
合
と
す
る
。

場
合
と
す
る
。

一

条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
の

承
認
を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
つ

い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
の
う
ち
同
条
第
四
項
の
申

請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
る
こ

と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
特
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
日
以
後
の
期
間
（
電

子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
電
磁
的
記
録

の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
日
以
後
の
期
間
に
限
る
。
）
に
つ
き
電
子
計

算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
電
磁
的
記
録
の
保

存
に
代
え
よ
う
と
す
る
場
合

二

条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
の

承
認
を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
つ

い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
の
全
期
間
（
電
子
計
算
機

出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
電
磁
的
記
録
の
保
存
に

代
え
よ
う
と
す
る
日
以
後
の
期
間
に
限
る
。
）
に
つ
き
電
子
計
算
機
出
力

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え

よ
う
と
す
る
場
合

４

第
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
ゴ
ル
フ
場

４

第
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
九
十
五
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る

利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
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的
記
録
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
特
別
徴
収
義
務
者
の
当
該

特
別
徴
収
義
務
者
の
当
該
承
認
を
受
け

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出

て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出

力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
～

略

12

（
減
免
申
請
等
）

（
減
免
申
請
等
）

第
四
十
六
条
の
四

条
例
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
の
減

第
四
十
六
条
の
四

条
例
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
の
減

免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
種
別
割
の
納
期
限
ま
で
（
条
例
第

免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
種
別
割
の
納
期
限
ま
で
（
条
例
第

百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
を
も
つ
て
種
別
割
を
納
付
す
べ
き

百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
を
も
つ
て
種
別
割
を
納
付
す
べ
き

者
又
は
条
例
第
百
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

者
又
は
条
例
第
百
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

は
、
条
例
第
百
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

は
、
条
例
第
百
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

を
提
出
す
る
時
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に

を
提
出
す
る
時
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
減
免
に

よ
る
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
減
免
に

係
る
身
体
障
害
者
等
の
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
自
動
車
を
運
転
す
る
者

係
る
身
体
障
害
者
等
の
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
自
動
車
を
運
転
す
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
転
者
」
と
い
う
。
）
の
運
転
免
許
証
を
提
示

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
転
者
」
と
い
う
。
）
の
運
転
免
許
証
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
年
度
に
お
い
て
条
例
第
百
三
十
四
条

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
年
度
に
お
い
て
条
例
第
百
三
十
四
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
自
動
車
に
つ

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
自
動
車
に
つ

い
て
引
き
続
き
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
体
障
害
者
手

い
て
引
き
続
き
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
等
の
再
交
付
が
あ
つ
た
と
き
又
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
前
年
度
に

帳
等
の
再
交
付
が
あ
つ
た
と
き
又
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
前
年
度
に

申
請
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き
（
運
転
者
の
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
の

申
請
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き
（
運
転
者
の
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
の

更
新
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ

更
新
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ

た
場
合
及
び
自
動
車
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
を
変

た
場
合

更
し
た
こ
と
に
よ
り
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
登
録
番
号
に
つ
い
て
変
更

が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
を
除
き
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
運
転
者
の

を
除
く
。
）
を
除
き
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
運
転
者
の

運
転
免
許
証
の
提
示
を
要
し
な
い
。

運
転
免
許
証
の
提
示
を
要
し
な
い
。

一
～
八

略

一
～
八

略

２
～
５

略

２
～
５

略

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

出
に
係
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
賦
課
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

出
に
係
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
賦
課
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
そ
の
四
の
二
中
「

1
0

」
を
「

」

督
促
状
が
発
せ
ら
れ

そ
の
日
か
ら
起
算
し
て

日
を
経
過
し
た
日

納
期
限

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
六
項
並
び
に
様
式
第
七
号
そ
の
四
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。


